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平成22年(2010年)1月26日

第2152号

平成22年1月26日

火曜日

目 次

 規則
○ 身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則(障害者福祉推進課)

 告示
○ 特定非営利活動法人の定款の変更に係る公告(北部地域振興センター)

○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告(北部地域振興センター本庄事務所)

○ 新工事執行管理システム用サーバ等の賃貸借に関する落札者等の公示(建設管理課)

○ １１０番ネットワークシステム更新整備機器の賃貸借及び保守に係る落札者等の公示(会計

課)

○ 県道川越北環状線の供用開始(川越県土整備事務所)

○ 県道片柳川越線の供用開始(川越県土整備事務所)

○ 県道岩殿岩井線の区域の変更(東松山県土整備事務所)

○ 県道岩殿岩井線の供用の開始(東松山県土整備事務所)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(川越建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(川越建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(熊谷建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(熊谷建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(熊谷建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(越谷建築安全センター)
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○ 開発行為に関する工事の完了公告(越谷建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(越谷建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(越谷建築安全センター)

 正誤
○ 埼玉県人事委員会規則一一－一六中訂正(任用審査課)
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file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010012100547/opn/1/kenpoubotopia.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010012100540/opn/1/kennpouonodahironori.pdf
file:///A01/BA00/houbun/e-koho/Kohobunsyo/2010012000533/opn/1/bochoseigo.pdf
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身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

  

様
式
第
一
号
（
十
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

 
m

E
q/

」
を
「 

 
 

 
m

g/

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
m

E
q/

」
を
「 

 
 

 
 

 m
g/

」
に
改
め
る
。 

  

様
式
第
一
号
（
十
二
）
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

                       

埼
玉
県
規
則
第
二
号



 

 



 

 



 



 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
一
号
（
十
） 

の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
次
項
の
規
定
は
同
年
二
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
準
備
行
為
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
身
体
障
害
者
手
帳
（
肝
臓
の
機
能
の
障
害
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
の
交
付
を
受
け
る
た
め
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十

三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
日
前
に
お
い
て
も

改
正
後
の
様
式
第
一
号
（
十
三
）
に
よ
る
用
紙
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

３ 

改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 
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玉
県
知
事 
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田 

清 
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一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
四
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ま
き
の
木
福
祉
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

河
田 

幹
雄 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
深
谷
市
小
前
田
二
千
六
百
七
十
六
番
地
六 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
障
害
者
の
方
に
対
し
、
就
労
継
続
支
援
（
非
雇
用
型
）
事
業
、 

 

 

生
活
ホ
ー
ム
事
業
を
行
い
、
地
域
の
社
会
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
障
害
者
等
の
方
に
対
し
、
障
害
福
祉
事
業
を
行
い
、
地
域
の
社 

 

会
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
百
七
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://www.saitamaken-npo.net/
）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 
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一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
八
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
本
庄
街
な
か
映
画
館 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

根
岸 

英
人 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
本
庄
市
銀
座
三
丁
目
二
番
十
一
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
本
庄
市
民
及
び
周
辺
地
域
住
民
に
対
し
て
、
映
画
・
映
像
文
化
を
享
受
す
る

機
会
を
提
供
し
、
地
域
に
お
け
る
豊
か
な
映
画
環
境
を
創
造
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
映
像
に
よ

る
地
域
の
活
性
化
、
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
百
八
号



告 
 

示 

 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 
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十
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年
一
月
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十
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日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
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司 

埼
玉
県
告
示
第
百
九
号



１ 購入等件名及び数量 

新工事執行管理システム用サーバ等の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県県土整備部建設管理課土木積算・建設ＩＴ担当 埼玉県さいたま市浦和

区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成22年１月５日 

４ 落札者の氏名及び住所 

日立キャピタル株式会社 東京都港区西新橋２丁目15番12号 

５ 落札金額 

48,612,900円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成21年11月13日 



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
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年
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玉
県
知
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上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
百
十
号



１ 購入等件名及び数量  

  １１０番ネットワークシステム更新整備機器の賃貸借及び保守 一式  

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３

丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日  

  平成21年12月１日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  日本電子計算機株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号  

５ 落札金額  

  830,078,928円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

  一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

  平成21年10月20日  
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示 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

高 

沢 

清 
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川
越
北
環
状
線 

  

路 
 

線 
 

名 

  

川
越
市
大
字
上
寺
山
字
東
田
一
八
八
番

一
地
先
か
ら
同
市
今
成
二
丁
目
三
〇
番
三

地
先
ま
で 

 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
七
日 

供
用
開
始
の
期
日 

  

延
長
三
〇
・
〇

〇
メ
ー
ト
ル 

  

備  

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

高 

沢 

清 

史 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

  

片
柳
川
越
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路 
 

線 
 

名 

  

川
越
市
大
字
寺
山
字
堤
根
四
六
五
番
一

地
先
か
ら
同
市
大
字
寺
山
字
宮
田
一
六
七

番
一
地
先
ま
で 

 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

供
用
開
始
の
期
日 

  

延
長
三
九
〇

・
九
〇
メ
ー
ト
ル 

  

備  

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 

耕 

三 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路

線

名 

岩
殿
岩
井
線 

三 

道
路
の
区
域 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

 

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
石
坂
字
長
坂
四
九

七
番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
石
坂

字
長
坂
四
八
九
番
一
〇
地
先
ま
で 

 
区 

 
 

 

間 

一
二
・
四
一
～ 

 
 

 
 

 
 

一
六
・
五
五 

 

一
〇
・
三
一
～ 

 
 

 
 

 
 

一
五
・
〇
九 

 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

   
 

 
 

 

四
〇
・
九
一 

  

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

自
転
車
歩
行
者
道
整

備
工
事 

 

備  

 

 

考  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 
 

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路

環
境
課
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

  
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 

耕 

三 
 

 
 

  



 

   

岩 

殿 
岩 

井 

線 

  

路 
 

線 
 

名 

 

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
石
坂
字
大
平
六

〇
四
番
二
五
四
地
先
か
ら
同
郡
同
町

大
字
石
坂
字
大
平
六
〇
四
番
一
九
〇

地
先
ま
で 

 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

延
長 

一
四
三
・
〇
〇 

メ
ー
ト
ル 

  

備  

 

考  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
一
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
一
〇
一
〇
八
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
日 

 
 

第
二
一
〇
一
五
七
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
橋
字
山
下
九
八
五
―
一
、
九
八
六
―
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

川
越
市
諏
訪
町
一
二
―
二
三 

 
 

無
田 

康
弘 

  
 

          



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
五
月
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ 

第
二
一
〇
〇
一
四
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

第
二
一
〇
一
五
三
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

入
間
郡
毛
呂
山
町
若
山
三
丁
目
二
八
ー
三
の
一
部
、
二
八
ー
九 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

入
間
郡
毛
呂
山
町
南
台
五
丁
目
二
六
―
三
六 

 
 

石
見 

忠
男 

  
 

          



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

藤 

巧 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

指
令
熊
建
セ
第
二
―
二
〇
〇
〇
〇
一
三
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
一
日 

 
 

第
十
三
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
七
本
木
字
京
塚
東
二
七
八
六-
一
、
二
七
八
六-

三
、 

二
七
八
六-

四
、
二
七
八
六-

五
、
二
七
八
六-

六
、
二
七
八
六-
七
、
二
七
八
六-

八
、 

二
七
八
六-

九
、
二
七
八
六-

一
〇
、
二
七
八
六-

一
一
、
二
七
八
六-
一
二
、 

二
七
八
六-

一
三
、
二
七
八
六-

一
四
、
二
七
八
六-

一
五
、
二
七
八
六-
一
六
、 

二
七
八
六-

一
七
、
二
七
八
六-

一
八
、
二
七
八
六-

一
九
、
二
七
八
六-

二
〇
、 

二
七
八
六-

二
一
、
二
七
八
六-

二
二
、
二
七
八
六-

二
三
、
二
七
八
六-

二
四
、 

二
七
八
六-

二
五
、
二
七
八
六-

二
六
、
二
七
八
六-

二
七 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

群
馬
県
太
田
市
清
原
町
三
一
九
番
地
三 

 
 

株
式
会
社 

萬
家 

代
表
取
締
役 

藤
田
勝
好 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

藤 

巧 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

 
 

指
令
熊
建
セ
第
二
一
〇
〇
二
八
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日 

熊
建
セ
第
百
四
十
九
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
内
田
ヶ
谷
字
皮
屋
西
一
○
○
‐
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 

 
 

埼
玉
県
北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
内
田
ヶ
谷
一
一
六
番
地 

 

木
戸 

博 

 
 

 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

藤 

巧 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
日 

 
 

指
令
熊
建
セ
第
二
一
〇
〇
三
一
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
日 

熊
建
セ
第
百
四
十
八
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
戸
室
字
十
番
一
三
三
五
番
二
、
一
三
三
六
番
二
、
一
三
三
六

番
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 

 
 

埼
玉
県
北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
戸
室
一
三
三
五
番
地 

川
崎 

美
智
子 

 
 

 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
〇
五
〇
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
日 

 
 

第
三
六
九
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
鷲
宮
町
大
字
八
甫
字
観
音
堂
三
七
七
―
一
、
―
三
、
―
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

羽
生
市
南
二
丁
目
二
八
番
二
一 

メ
ゾ
ン
サ
ン
フ
ラ
ワ
ー
二
〇
一 

 
 

鷲
津 

信
栄 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
十
五
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
〇
五
〇
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
日 

 
 

第
三
七
〇
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
鷲
宮
町
大
字
中
妻
字
台
三
九
―
一
、
三
九
―
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

久
喜
市
吉
羽
五
丁
目
一
五
―
一
一 

ル
ノ
ア
ー
ル
一
〇
三
号 

 
 

小
武
海 

亮 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
十
六
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
十
四
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
〇
〇
一
八
八
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
日 

 
 

第
三
七
二
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
栗
橋
町
東
六
丁
目
二
〇
四
―
一
七 

外
三
十
筆 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

深
谷
市
西
田
八
六
番
地 

 
 

株
式
会
社 

岡
部
コ
ン
ト
リ
ビ
ュ
ー
シ
ョ
ン
パ
ー
ク 

 
 

代
表
取
締
役 

中
島 

卓
也 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
一
三
三
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
日 

 
 

第
三
七
三
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
杉
戸
字
上
杉
戸
五
二
五
―
五
、
五
二
六
―
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
杉
戸
五
二
〇
番
地
一 

シ
ャ
ト
ー
グ
ラ
ー
ス
壱
番
館
二
〇
三 

 
 

小
野
田 

裕
徳 



正 
 

誤 

 
 

 
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
一
六
（
平
成
二
十
二
年
一
月
十
九
日
第
二
千
百
五
十
号
）
中

訂
正 

 

二
ペ
ー
ジ
目
の
七
行
目
か
ら
八
行
目
を
削
除
し
、
同
ペ
ー
ジ
の
末
尾
に
記
載
す
る
。 
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